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新
地
町
長
選
挙

　

８
月
26
日
㈰
は
新
地
町
長
の
任

期
満
了
（
９
月
25
日
）
に
伴
う
投

票
日
で
す
。
棄
権
し
な
い
で
投
票

し
ま
し
ょ
う
。

投
票
日　

８
月
26
日
㈰

　

投
票
は
、
町
内
７
か
所
の
投
票

所
で
行
わ
れ
ま
す
。
投
票
所
は
、

「
投
票
所
入
場
券
」
に
記
載
さ
れ

て
い
ま
す
の
で
、
ご
確
認
く
だ
さ

い
。

投
票
時
間

午
前
７
時
〜
午
後
６
時

投
票
で
き
る
方

　

平
成
12
年
８
月
27
日
ま
で
に
生

ま
れ
た
方
で
、
３
か
月
以
上
新
地

町
に
居
住
し
、
住
民
登
録
の
あ
る

方
（
平
成
30
年
５
月
20
日
ま
で
に

転
入
届
を
出
し
て
い
る
方
）。

※
町
外
へ
転
出
さ
れ
た
方
は
投
票

で
き
ま
せ
ん
。

期
日
前
投
票

８
月
22
日
㈬
〜
25
日
㈯

午
前
８
時
30
分
〜
午
後
８
時

場
所　
役
場
１
０
１
・
１
０
２
会
議
室

　

選
挙
の
当
日
、
次
の
い
ず
れ
か

に
該
当
す
る
と
見
込
ま
れ
る
方

は
、
期
日
前
投
票
が
で
き
ま
す
。

①
仕
事
や
学
業
、
冠
婚
葬
祭
等
の

場
合

②
投
票
区
の
区
域
外
に
出
か
け
た

り
、
滞
在
す
る
場
合

③
病
気
、
け
が
、
出
産
等
の
た
め

に
歩
行
が
困
難
な
場
合

④
天
災
ま
た
は
悪
天
候
に
よ
り
、

投
票
所
に
到
達
す
る
こ
と
が
困
難

な
場
合

開
票　

８
月
26
日
㈰
午
後
７
時

場
所　

農
村
環
境
改
善
セ
ン
タ
ー

そ
の
他

　

入
場
券
は
８
月
中
旬
に
郵
送
し

ま
す
。

　

投
票
所
に
は
、
入
場
券
を
持
参

し
て
く
だ
さ
い
。
な
お
、
紛
失
し

た
場
合
で
も
、
選
挙
人
名
簿
に
登

録
さ
れ
て
い
れ
ば
投
票
で
き
ま
す

の
で
、
当
日
、
投
票
所
の
係
員
に

お
申
し
出
く
だ
さ
い
。

問　
町
選
挙
管
理
委
員
会

　　

６
２
―
２
１
１
１

　
福
島
県
議
会
議
員

　
補
欠
選
挙

　

９
月
9
日
㈰
は
福
島
県
議
会
議

員
補
欠
選
挙
の
投
票
日
で
す
。
棄

権
し
な
い
で
投
票
し
ま
し
ょ
う
。

投
票
日　

９
月
9
日
㈰

　

投
票
は
、
町
内
７
か
所
の
投
票

所
で
行
わ
れ
ま
す
。
投
票
所
は
、

「
投
票
所
入
場
券
」
に
記
載
さ
れ

て
い
ま
す
の
で
、
ご
確
認
く
だ
さ

い
。

投
票
時
間
　

午
前
７
時
〜
午
後
６
時

投
票
で
き
る
方

　

平
成
12
年
９
月
10
日
ま
で
に
生

ま
れ
た
方
で
、
３
か
月
以
上
新
地

町
に
居
住
し
、
住
民
登
録
の
あ
る

方
（
平
成
30
年
５
月
30
日
ま
で
に

転
入
届
を
出
し
て
い
る
方
）。

※
県
内
の
他
市
町
村
に
転
出
し
た

方
で
、
新
地
町
の
選
挙
人
名
簿
に

登
録
さ
れ
て
い
る
方
は
、
新
地
町

で
投
票
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

ま
た
、
不
在
者
投
票
制
度
を
利
用

し
て
、
現
在
お
住
ま
い
の
市
町
村

に
行
き
投
票
す
る
こ
と
が
で
き
ま

す
。
い
ず
れ
の
場
合
も
、
市
町
村

が
発
行
す
る
「
引
き
続
き
県
内
に

住
所
を
有
す
る
旨
の
証
明
書
」
が

必
要
で
す
。

期
日
前
投
票

９
月
１
日
㈯
〜
８
日
㈯

午
前
８
時
30
分
〜
午
後
８
時

場
所　
役
場
１
０
１
・
１
０
２
会
議
室

　

選
挙
の
当
日
、
次
の
い
ず
れ
か

に
該
当
す
る
と
見
込
ま
れ
る
方

は
、
期
日
前
投
票
が
で
き
ま
す
。

①
仕
事
や
学
業
、
冠
婚
葬
祭
等
の

場
合

②
投
票
区
の
区
域
外
に
出
か
け
た

り
、
滞
在
す
る
場
合

③
病
気
、
け
が
、
出
産
等
の
た
め

に
歩
行
が
困
難
な
場
合

④
天
災
ま
た
は
悪
天
候
に
よ
り
、

投
票
所
に
到
達
す
る
こ
と
が
困
難

な
場
合　

開
票　

９
月
９
日
㈰　

午
後
８
時

場
所　

農
村
環
境
改
善
セ
ン
タ
ー

そ
の
他

　

入
場
券
は
８
月
下
旬
に
郵
送
し

ま
す
。

　

投
票
所
に
は
入
場
券
を
持
参
し

て
く
だ
さ
い
。
な
お
、
紛
失
し
た

場
合
で
も
、
選
挙
人
名
簿
に
登
録

さ
れ
て
い
れ
ば
投
票
で
き
ま
す
の

で
、
当
日
、
投
票
所
の
係
員
に
お

申
し
出
く
だ
さ
い
。

問　
町
選
挙
管
理
委
員
会

　
　

６
２
―
２
１
１
１

☎

☎
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相
馬
看
護
専
門
学
校

　
学
生
募
集
に
つ
い
て

　

相
馬
看
護
専
門
学
校
で
は
、
平

成
31
年
４
月
入
学
の
学
生
を
次
の

と
お
り
募
集
し
ま
す
。

採
用
予
定
人
数　
　

40
名

試
験
区
分
（
推
薦
・
一
般
）

公
募
推
薦　

相
馬
地
方
に
本
人
ま

た
は
保
護
者
が
住
所
を
有
し
、
平

成
31
年
３
月
に
高
等
学
校
を
卒
業

見
込
み
で
、
高
等
学
校
長
が
推
薦

す
る
者

特
別
推
薦　

相
馬
地
方
に
住
所
を

有
し
、高
等
学
校
を
卒
業
し
た
者
、

ま
た
は
、
同
等
以
上
の
学
力
が
あ

る
と
認
め
ら
れ
る
者

受
付　

10
月
２
日
㈫
〜
23
日
㈫

試
験
日　

11
月
９
日
㈮

試
験
科
目　

数
学
Ｉ
、
小
論
文
、
面
接

一
般
試
験
（
前
期
）

受
付　

11
月
１
日
㈭
〜
12
月
10
日
㈪

試
験
日　

平
成
31
年
１
月
11
日
㈮

試
験
科
目　

国
語
総
合（
古
文
・
漢
文
を
除
く
）、

数
学
Ｉ
、
英
語
Ｉ
、
面
接

一
般
試
験
（
後
期
）

受
付　

平
成
31
年
２
月
22
日
㈮
〜

３
月
14
日
㈭

試
験
日　

平
成
31
年
３
月
18
日
㈪

試
験
科
目　

数
学
Ｉ
、
小
論
文
、
面
接

受
験
料　

２
０
，
０
０
０
円

申
込
手
続　

郵
便
で
申
込
用
紙
を

請
求
す
る
場
合
は
、
封
筒
の
表
に

「
募
集
要
項
請
求
」
と
朱
書
き
し
、

２
５
０
円
切
手
を
貼
っ
た
宛
名
明

記
の
定
形
返
信
用
封
筒
（
角
形
２

号
）を
必
ず
同
封
し
て
く
だ
さ
い
。

募
集
要
項
に
伏
せ
て
、
ス
ク
ー
ル

ガ
イ
ド
（
学
校
案
内
）
お
よ
び
過

去
問
（
前
年
度
一
般
入
学
試
験
）

を
お
送
り
し
ま
す
。

問　
相
馬
看
護
専
門
学
校
総
務
係

　
　

３
７
―
８
１
１
８

〒
９
７
６
―
０
０
０
６

相
馬
市
石
上
字
南
蛯
沢
３
３
４

耐震診断をしてみませんか？
　町では、東日本大震災を教訓とし、木造住宅の耐震化を一層促進していくため、耐震診断を実施
しています。
　この事業は、町内の住宅所有者が耐震診断を希望する場合、町が耐震診断者（建築士等）を派
遣します。今年度の対象戸数は５戸です（希望者多数の場合は審査のうえ決定させていただきま
す）。安全で安心できる住まいと暮らしを確保するため、積極的に活用ください。
対象となる建築物（①～④の用件を満たす建物）
　①所有者が自ら居住している住宅
　②着工が昭和56年５月31日以前に建設された戸建て住宅
　③在来軸組工法、伝統的工法、枠組壁工法等による３階建て以下の木造住宅
　④過去に、この要綱に基づく耐震診断を受けていない住宅
申込対象者　町内の対象となる住宅に現在居住している所有者

診断料　一診断につき６，０００円
　※診断料は、診断作業終了時に耐震診断者へ直接払っていただきます。
申込方法
　構造的に独立した棟ごとに「申込書」を提出してください。また、付近見取図及び住宅平面図、
昭和56年５月31日以前に着工したことを証明する資料（建築確認書の写し等）が必要です。
申込期限　10月19日㈮

◎申し込み・問い合わせ　都市計画課（電話：６２－２１１３）

　
計
量
器
（
は
か
り
）

　
定
期
検
査
の
お
知
ら
せ

　

商
店
、
工
場
、
事
業
所
及
び
官

公
庁
等
で
取
引
や
証
明
行
為
に
使

用
し
て
い
る
計
量
器
（
は
か
り
）

は
、
計
量
法
の
規
定
に
よ
り
２
年

に
１
度
、
定
期
検
査
を
受
け
な
け

れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
前
回
の
検
査

（
平
成
28
年
）
を
受
け
た
方
に
は
、

町
か
ら
連
絡
を
差
し
上
げ
ま
す
が

そ
れ
以
降
、
新
た
に
事
業
を
起
こ

し
た
方
、
又
は
、
前
回
検
査
を
受

け
た
計
量
器
（
は
か
り
）
以
外
の

も
の
を
使
用
し
て
い
る
方
で
、
取

引
又
は
証
明
行
為
に
使
用
し
て
い

る
場
合
は
、
定
期
検
査
を
受
け
て

く
だ
さ
い
。

※
検
査
を
受
け
る
に
は
、
検
査
手

数
料
が
か
か
り
ま
す
。

日
時　

９
月
20
日
㈭

　
　
　

13
時
30
分
〜
15
時

場
所　

役
場
１
０
１
会
議
室

（
現
場
検
査
の
場
合
も
あ
り
ま
す
）

問　
福
島
県
計
量
検
定
所

　

    

０
２
４
―
５
２
１
―
７
６
５
６

問　
企
画
振
興
課

　
　

 

６
２
―
２
１
１
２

☎

☎☎
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国民健康保険の高額療養費の手続きについて

〇高額療養費の支給
　同じ月に医療機関に支払った自己負担額が高額になったとき、自己負担限度額を超えた分が高額
療養費として支給されます。該当となる方へは診療月の約2か月後に申請のお知らせを送付します。
※自己負担限度額は、個人や世帯の所得に応じて決まっています。

　申請に必要なもの
　・国民健康保険証・世帯主の印鑑・本人確認書類（公的機関が発行した顔写真付きの証明書）
　・申請のお知らせ・領収書・振込先の預金通帳
　・マイナンバーのわかるもの（マイナンバーカードあるいは個人番号通知カード）
　・委任状（申請が必要な方と同一世帯でない場合に必要となります。）

〇限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証の申請
　入院等により医療費が高額になるとき、申請により認定証を事前に病院に提示することで、病院
の窓口での支払いを高額療養費の自己負担限度額までに抑えることができます。
　また、住民税非課税世帯に該当する場合、あわせて入院時の食事代の減額を受けることができま
す。８月より新しい認定証となりますので必要な方は役場健康福祉課窓口にて申請ください。

　申請に必要なもの
　・国民健康保険証・世帯主の印鑑・本人確認書類（公的機関が発行した顔写真付きの証明書）
　・マイナンバーのわかるもの（マイナンバーカードあるいは個人番号通知カード）
　・委任状（申請が必要な方と同一世帯でない場合に必要となります。）
　※　国民健康保険税に滞納がある場合、交付できない場合がありますのでご注意ください。

〇70～74歳の高額療養費の自己負担限度額が変更になります
　平成30年８月から、70～74歳の方の自己負担限度額が以下のとおりになります。

注　課税標準額とは、各種所得額（収入金額から必要経費を差し引いた額）から地方税法上の各種所得
　控除等を引いた額です。
※1　世帯収入の合計額が520万円未満（1人世帯の場合は383万円未満）の場合や、「旧ただし書所得」の
　  合計額が210万円以下の場合も含みます。
※2　過去12か月以内に3回以上、自己負担限度額に達した場合は、4回目から「多数回」該当となり、自己負
　  担限度額が下がります。

◎問い合わせ　健康福祉課（電話：６２－２９３１）

所得区分 外来＋入院
（世帯ごと）

外来
（個人ごと）

現役並み

Ⅲ　課税標準額
　　690 万円以上の方

252,600 円＋（医療費－ 842,000 円）× 1％
＜多数回該当：140,100 円　※ 2 ＞

Ⅱ　課税標準額
　　380 万円以上の方

167,400 円＋（医療費－ 558,000 円）× 1％
＜多数回該当：93,000 円　※ 2 ＞

Ⅰ　課税標準額
　　145 万円以上の方

80,100 円＋（医療費－ 267,000 円）× 1％
＜多数回該当：44,400 円　※ 2 ＞

一般 課税標準額 145 万円
未満の方（※ 1）

18,000 円
〈年間上限 144,000 円〉

57,600 円
〈多数回該当：44,400 円※ 2〉

低所得者
Ⅱ　住民税非課税世帯

8,000 円
24,600 円

Ⅰ　住民税非課税世帯
　　（年金受給額 80 万以下） 15,000 円



無料法律相談所
　町では、次のとおり弁護士および司法書士に

よる無料法律相談所を開設します。

開設日

①司法書士による相談　 ９月 11 日㈫

②弁護士による相談　　 ９月 18 日㈫

場所・時間　役場１０１相談室　14 時～ 16 時

相談員　福島県弁護士会相馬支部所属弁護士

　　　　福島県司法書士会所属司法書士　　　

相談内容　生活に関する悩みや、消費生活に関すること

◎問い合わせ
福島県弁護士会相馬支部（電話：３６－４７８９）

福島県司法書士会（電話：０２４－５３４－７５０２）

町民課（電話：６２－２１１６）

行政相談
９月 10 日㈪　10 時～ 15 時　保健センター

心配ごと相談
９月 10 日㈪　10 時～ 15 時　保健センター

交通事故相談
９月３日㈪　９時～ 17 時　役場１０１相談室

休日在宅歯科当番医

  ２日㈰　相良歯科医院
（鹿島区）　６７- ２５２５

  ９日㈰　佐藤歯科医院
（相馬市）　３６- ０７０７

16 日㈰　沖田歯科医院
（原町区）　２３- ０３０３

17 日㈪　グリーン歯科医院
（相馬市）　３５- ５１１２

23 日㈰　いしばし歯科医院
（原町区）　２３- ６０２２

24 日㈪　西町歯科医院
（鹿島区）　４６- ５５３４

30 日㈰　大町病院
（原町区）　２４- ２３３３

 診療時間　９時～ 16 時

休日在宅当番医

  ２日㈰　杉本医院
（相馬市）　３６- ３６５０

  ９日㈰　あらき産婦人科クリニック
（相馬市）　３５- ０３０３

16 日㈰　ふなばし内科クリニック
（相馬市）　３５- １５００

17 日㈪　早川医院
（相馬市）　３７- ３５００

23 日㈰　八巻クリニック
（相馬市）　３７- ３５００

24 日㈪　やまぐち小児科医院
（相馬市）　３７- ８８１５

30 日㈰　桜ヶ丘さいとう整形外科
（新地町）　３５- １３３３

 診療時間　９時～ 16 時

９月

９月９日は『救急の日』

救急シンポジウムに参加しませんか？
　相馬地方広域消防本部では、「相馬地方の脳
卒中を考える」をテーマに、第19回救急シンポ
ジウムを開催します。この機会に地域住民の皆
さんと「地域医療と救急医療」について考えま
す。

日時　９月８日㈯　14時～
場所　鹿島生涯学習センター「さくらホール」
入場　無料
内容
・しんどうクリニック院長 新道譲二先生による特別講演
・心臓病に関するQ＆A

◎問い合わせ
相馬地方広域消防本部（電話：２２―４１６５）

全国瞬時警報システム（Ｊアラート）

全国一斉訓練のお知らせ
　国では、地震・津波や武力攻撃などの発生時に
備え、全国瞬時警報システム（Ｊアラート）を用
いて情報伝達訓練を行います。
　これに併せ、屋外防災無線局および個別受信機
からＪアラートのテスト放送が流れます。
　放送は訓練ですのでお間違えのないようにご
注意ください。
訓練実施日時　８月 29 日㈬　11 時頃
◎問い合わせ
総務課（電話：６２－２１１１）

総合検診を実施します

　町では、特定健診・健康診査・がん検診を実施
します。
　今回は、社会保険被扶養者の方を主な対象とし
ていますが、国保加入の方などで５月に受けられ
なかった方も受診できます。
　検診について不明な点は、お早めに保健セン
ターへ問い合わせください。

検 診 日　９月 3 日㈪・４日㈫
場 所　保健センター
受付時間　７時 30 分～ 10 時 30 分

◎問い合わせ　
保健センター（電話：６２―２０９６）

受診時にご持参ください
・総合検診受診票・健康保険証・自己負担金
・「受診券」（社会保険等の被扶養者の方で
　特定健診を受ける方）

☎

☎

☎

☎

☎

☎

☎

☎

☎

☎

☎

☎

☎

☎


